
いつ 何をするか 必要な
書類

労働者本人または
配偶者の

 妊娠・出産等の
申出があった時

１．以下の項目について労働者へ個別に周知
　① 育児休業、産後パパ育休に関する制度
　② 育児休業、産後パパ育休の申出先
　③ 育児休業給付に関すること
　④ 労働者が育児休業、産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
２．制度利用（休業取得等）の意向確認

※1

１．仕事と育児の両立に関し、以下の事項について
　 　労働者の意向を個別に聴取
　① 勤務時間帯（始業及び就業の時刻）
　② 勤務地（就業の場所）
　③ 両立支援制度等の利用期間
　④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件
　　（業務量・労働条件の見直し等）
２．聴取した意向に対して、可能な範囲での配慮
　　 例）聴取した意向に配慮可能か検討し、本人に通知する

※2

 労働者の子が
 ３歳の誕生日の

１ヶ月前まで
 の１年間

「仕事と育児の両立について」上記と同様の対応をもう1回実施する

１．以下の項目について労働者へ個別に周知
　① 事業主が育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として
　　選択した２つ以上の措置の内容
　② 対象措置の申出先（人事部、又は社長など）
　③ 所定外労働（残業免除）、時間外・深夜業の制限に関する制度
２．制度利用についての意向確認

※3

いつ 何をするか 必要な
書類

以下のいずれかの場合
　・労働者が40歳に達する日の属する年度

　・労働者が40歳に達する日の翌日から1年間

 １．以下の項目について情報提供する
　 ①介護休業、介護両立支援等に関する制度
　 ②介護休業、介護両立支援制度等の申出先
　 ③介護休業給付金に関すること

※4

 労働者から介護に直面した旨の申出があった時

 １．以下の項目について周知する
　 ①介護休業、介護両立支援等に関する制度
　 ②介護休業、介護両立支援制度等の申出先
　 ③介護休業給付金に関すること
 ２．制度利用（休業取得等）の意向確認

※5

育児休業制度について

仕事と育児の両立について

 育児期(※)の柔軟な働き方について
 ※３歳から小学校就学前まで

介護休業制度について

※1：「育児休業制度等に関する個別周知・意向確認書」
※2：「仕事と育児の両立に関する個別意向聴取書」
※3：「柔軟な働き方に関する個別周知・意向確認書」
※4：「介護休業制度等に関する情報提供書」
※5：「介護休業制度等に関する個別周知・意向確認書」

企業が行うべき個別周知と意向確認措置の一覧表
2025年改正 育児・介護休業法 対応版

■育児休業関係

■介護休業関係

改正  育児・介護休業法に関する
特設ページ開設中！

必要書類はこちらからダウンロード


